
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川西市人権啓発ビラ　第４３４号　令和７(２０２５)年３月

３月は、「外国人の人権」について考えてみましょう。

20２４年6月末で、全国の在留外国人の数は

３５８万８，９５６人となり、前年末に比べ１７万　　

７,９６４人、５．２％増加しました。兵庫県では、1３万

７,０４４人で７．８％増加しています。私たちのまち

川西市でも、202４年９月末で１，８６１人の外国

人が住んでおり、市民の約１．２％が外国人で

す。韓国や中国をはじめ、ベトナムやアメリカ、　　

インドネシア、ネパール、フィリピンなどの国々の

人が住んでいます。また、市内の学校や就学前

施設にも外国籍の児童や外国にルーツを持つ

子どもたちが通っています。このような変化の中

で、言語や文化、宗教、生活習慣などの違いが

ある外国籍市民と日本人の市民が共生していく

には、互いの違いを理解し、尊重し合うことが大

切です。

在留外国人数（２０２４年 6 月末） 

全国 　　　  ３，５８８，９５６人 

兵庫県　　  　１３７，０４４人 

川西市　　　　   １，８６１人 

※川西市は 2024 年 9 月末です。

日本には、どれぐらいの外国人のひとが住んでるの？

川西市では、毎月第３金曜日の「人権デー」

に特設人権相談を行っています。 

３月２１日(金)　午後１時～４時 

４月１８日(金)　午後１時～４時 

５月１６日(金)　午後１時～４時 

市役所４階の人権推進多文化共生課で、 

人権擁護委員による相談をお受けします。 

＜問い合わせ＞　　予約優先・無料 

℡740-1150 人権推進多文化共生課

近年の日本では、外国人労働者により、飲食店やコンビニエン

スストア、製造業や建設業などの人手不足を背景に在留外国人

数が増加の一途をたどっています。私たちの生活に外国人の存

在は、当たり前の日常となっています。 

　今改めて、さまざまなちがいが不自由さを生むのではなく、豊

かさを生み出すことができる宝物であると考え、多文化共生社会

にしていくために一人ひとりが意識していかなければなりません。

〇法務省ホームページ「外国人のための人権相談」 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html 

〇相談の方法  

(１)外国人人権相談ダイヤル  

0570-090911（ナビダイヤル）  

英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ベトナム語、ネパ

ール語、タイ語等の 10 言語に対応した電話による人権相談  

(２)外国語インターネット人権相談  

英語、中国語に対応したインターネットによる人権相談  

(３)外国人のための人権相談所  

全国の法務局・地方法務局にて、外国人人権相談ダイヤル

と同様に、上記 10 言語に対応した面談による人権相談　  

講評：「人類共通の財産である『星空』のもとで

は、すべての人類が平等である」という着想のメ

ッセージ性が特に優れており、素直にそれを視覚

化できています。
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情報が必要な外国人の方にお知らせください。

総合センター　人権啓発ビデオ上映会　（予約不要・無料） 

★３月１９日（水）　◇午後３時半〜 

作品：アニメ「ＳＮＳに潜む危険　書き込む内容・載せる動画」（上映２２分） 

★３月２１日（金）　◇①午前１０時〜　②午後１時〜　③午後４時〜 

作品：「言葉があるから… ～無自覚の差別「マイクロアグレッション」～」（上映３１分）  

◆問い合わせ　総合センター　TEL 758-8398


